
別紙
温室効果ガス削減のための政策手法の比較

事業者等による 情報提供、教育、普及啓発 規 制 補助金、租税特別措置等 税・課徴金 国内排出量取引 京都メカニズム
自主的取組の促進

具体的な ・取組状況の評価 ・環境ラベリングによる消 ・省エネ法に基づく工場 ・特定の施設等に対する ・温暖化対策税・課徴金 ・義務的な国内排出量取 ・共同実施
政策手法 ・環境報告書の作成促進 費者に対する情報提供 ・事業場規制 補助金、租税特別措置 ・低率の温暖化対策税・ 引 ・ＣＤＭ
（例） ・排出量や取組状況の公 ・普及・啓発 ・製品等（自動車、家電 ・削減量に着目した補助 課徴金 ・国際排出量取引

表の促進 ・環境教育・学習 等）に対する規制 金、租税特別措置

公 平 性 ○ 自主的に取り組む者 ○ 環境に意識の高い者の ○多数の小規模な発生源 ○ 補助対象を施設類型 ○ 温室効果ガスを排出 排出枠の設定方法につい ○ 京都メカニズムによ
のみが対策を行う。 みが対策を行う。 （家庭や中小事業者）を 等で特定する従来型の する全ての主体に対策 て るクレジットを誰がどの

規制することは困難。 助成措置では、限られ への関わりを求め得る ○過去の排出量に基づく ように負担するかにより
このため、対象は大規 た対象のみしか促進す （特に、一般家庭や自 場合には、新規参入者 異なり、課題あり。
模な発生源に限られ ることができない。 動車利用にまで実効性 との関係等の観点から
る。 の高い影響を及ぼしう 公平性に課題あり。

る施策は税の他にな ○オークションによる場
い 。 合には汚染者負担の原。）

則に合致する。
○ 削減量に着目した支 ○ 排出量に比例して税

援措置を講ずることと 額が課される従量課税 ○ 家庭や中小事業者を
した場合、一つの公平 の場合には、理念的に 含む多数の小規模な発
性の基準を満たす。 汚染者負担の原則に合 生源にまで適用するこ

致し、一つの公平性の とは困難。このため、
基準を満たす。 対象は大規模な発生源

に限られる。
○ 特に上流課税で税の

転嫁が円滑になされな
い場合には、一般家庭
等の対策への関わりが
小さくなり得る。

。○ 所得に対して逆進的

効 率 性 ○ 自己の取組について ○ 生活者等が選択的な対 ○ 個々の規制対象の削 ○ 補助対象を施設類型 ○ 市場メカニズムを通 ○ 市場メカニズムを通 ○ 開発途上国等に効率
詳細な情報をもつ事業 応を行うことができる。 減費用の差異は無視さ 等で特定する従来型の じて、各主体それぞれ じて、各主体それぞれ のよい削減機会がある
者が選択的かつ費用効 れるため、社会全体と 助成措置では、助成す がそのおかれた条件に がそのおかれた条件に ため、より低コストで
果的な対応を行うこと しての削減費用は最小 べき技術等の選択が必 応じて合理的に対応す 応じて合理的に対応す 行うことができる。
ができる。 化されず、生産性の低 ずしも効率性の観点か るため、多数の排出源 るため、多数の排出源

い企業が過大に生産 ら行われるとは限らな であっても、社会全体 であっても、社会全体
し、生産性の高い企業 い。 として最小のコストで として最小のコストで
が過小に生産する可能 削減が行われうる。 削減が行われうる。
性がある。

○ 対策を講ずる側の対 ○ 削減量に着目した支 ○ 自己の取組について ○ 自己の取組について
応の柔軟性に限度があ 援措置を講ずることと 詳細な情報をもつ事業 詳細な情報をもつ主体
る。 した場合、事業者や国 者や国民が選択的かつ が選択的かつ費用効果

民が選択的かつ費用効 費用効果的な対応を行 的な対応を行うことが
果的な対応を行うこと うことができる。 できる。
ができる。
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自主的取組の促進

効果・ ○ 目標を達成できるだ ○ 教育、普及啓発や情報 ○ 規制対象については ○ 必要なクレジットが
確実性 けの対策が確実に行わ 提供による取組の促進効 確実かつ迅速な効果が 確保できれば、所定の

れる保証はない。 果を定量的に評価するこ 期待できる （但し、 ○ 家庭等を含めた各主 削減量を達成する確実。
全般 とが困難。 規制を満たせば、一般 体に対して、一層の排 な効果がある （但し、（ ） 。

○ 公の政策という観点 にそれ以上の対策は行 出削減への経済的誘因 相当量を確実に購入で
から見た場合に必要と われない ） を与える。 きるかは相手国や市場。
考えられる目標が設定 に出回るクレジットの
されるとは限らない。 ○ 従来型の支援措置で ○ 税収の有効な活用に 量との関係等で不確

は、補助や租税特別措 より、一層の環境改善 実 ）。
。置の対象となる設備や に役立てることが可能

企業 ○ 事業者等による自主 ○ 消費者等の意識の高ま ○ 規制の対象となる主 製品等の導入が進展す ○ 排出量取引の対象と（ ）
産業・ 的取組について、取組 りにより、事業者等にお 体（企業／事業場）に ることが期待される。 ○ 家庭等を含めた各主 なる主体（企業／事業
業務 状況の評価の実施、公 いても取組が促進するこ ついては、所定の削減 体に対して、アナウン 場）については、所定

表等により、取組が促 とが期待される。 を達成する確実かつ迅 スメント効果が期待で の削減を達成する確実
。進されることが期待さ 速な効果がある。 ○ 削減量に着目した支 きる。 かつ迅速な効果がある

れる。 援措置を講ずることと
運輸 ○ 多数の小規模な発生 した場合、各主体に対 ○ 特に上流課税で税の ○ 多数の小規模な発生

源（中小事業者）や移 して、一層の排出削減 転嫁が円滑になされな 源（中小事業者）や移
動発生源を規制するこ への経済的誘因を与え い場合には、排出削減 動発生源を排出枠取引
とは困難。 る。 への効果が減少する可 の対象とすることは困

能性あり。 難。

○ 所定の削減を達成す
個人 ○ 普及啓発や省エネ設備 ○ 家庭を規制すること るための税率を設定す ○ 家庭に排出枠を設定（ ）
家庭 ・製品等に関する情報の は困難。 ることは困難。 することは困難。
ﾏｲｶｰ 提供により、生活者等の

取組が促進されることが
期待される。

長期的効果 ○ 環境低負荷型産業構 ○ 生活者等が、温暖化対 ○ 規制の対象となる設 ○ 補助金を交付される ○ 温室効果ガスを排出 ○ 排出量取引の対象と ○ 世界規模で環境低負
造に転換させる効果は 策に積極的に取り組む企 備や製品等について、 分野での技術開発が促 するすべての主体にし なる主体に対して、排 荷型の産業構造に転換
働かない。 業の製品や省エネ製品を 規制が強化されていく 進される。 て、排出削減やそのた 出削減やそのための技 させる効果が働く。

積極的に購入するように 場合には、技術開発に めの技術開発のインセ 術開発に対するインセ
なった場合、環境と経済 対するインセンティブ ○ 削減量に着目した支 ンティブが継続的に働 ンティブ効果が働く。 ○ 国内産業構造を環境
の好循環が図られる。 が働く （ただし、規 援措置を講ずることと き続ける。 低負荷型に転換させる。

制対象となっていない した場合、各主体に対 ○ 排出量取引の対象と 効果は働かない。
○ 但し、普及啓発等によ 分野は別） して、排出削減やその ○ 長期的には環境低負 ならない主体の排出削

る取組の促進効果を定量 ための技術開発のイン 荷型産業構造を実現す 減や、これらの主体が
的に評価することは困 センティブが継続的に ることができる。 用いる施設や商品につ
難。 働き続ける。長期的に いて技術開発のインセ

は環境低負荷型産業構 ンティブが働かない。
造を実現することがで
きる。

○ 同額の税をかけた場
合と比較して補助金が
なければ、市場から退
場していたであろう産
業が、補助金により利
潤を生み出すことがで
きるようになることが
あり、環境低負荷型産
業構造への移行が遅れ
る可能性が大きい。
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事業者等による 国民に対する 規 制 補助金、租税特別措置等 税・課徴金 国内排出量取引 京都メカニズム
自主的取組 情報提供、教育、普及啓発

経済への ○ 経済への影響が生じ ○ 生活者による取組が進 ○ 企業・事業場や施設 ○ 対策を行う者の負担 ○ 税収が還元されれば ○ 排出枠の設定方法や ○ 他国における対策等、
影響 るおそれは低い （各 展することにより、経済 ・製品等について厳し が軽減される。 マクロ経済に与える影 設定される排出枠の総 を通じて安価なクレジ。

主体においては、経済 への影響が生じることは い規制が行われる場合 響は軽微である。 量により異なるが、規 ットを確保することが
影響が生じない範囲で 考えにくい。 には、経済への影響が 制に比べれば、経済へ できる場合には、国内
のみ対策が講じられ 生じるおそれがある。 ○ エネルギー負担割合 の影響は緩和される。 の経済への影響は小さ
る ） が大きい者に対する経 い。。

済影響が生じるおそれ
がある。 ○ 国外への資金流出と

なる。
○ 省エネ製品の開発の進 ○ 省エネ製品の開発の ○ 削減量に着目した支 ○ 環境低負荷型産業構 ○ 省エネ製品の開発の

展により、経済や雇用へ 進展により、経済や雇 援措置を講ずる場合、 造の実現により、経済 進展により、経済や雇
の好影響が、一定程度、 用への好影響が、一定 環境低負荷型産業構造 や雇用に対する好影響 用への好影響が、一定
期待される。 程度、期待される。 を実現することによ が期待される。 程度、期待される。

り、経済や雇用に対す
る好影響が期待され
る。

そ の 他 ○ 実施者が自ら取組を ○ 各主体が自ら取組を決 ○ 企業・事業場や施設 ○ 従来型の支援措置で ○ 課徴金の場合や下流 ○ 過去の排出量に基づ ○京都議定書では、京都
決定するため、導入が 定するため 導入が容易 ・製品等について規制 は、補助金等の効率的 課税とする場合には、 き排出枠を設定する場 メカニズムは補足的な、 。
容易。 （基準の設定や監視） な分配のためには、ど 新たな徴収体制の整備 合には、排出枠の設定 手段と位置づけられて

を行うために行政コス のような分野を支援す が必要となり、多大な を行うための行政コス いる。
○ 業界単位の自主的取 トがかかる。 べきかについての情報 行政コストがかかる。 トがかかる。

組の場合、各業界内で を絶えず更新していか
企業の体力に応じた分 なければならない。 ○ 排出量に応じた税負 ○ 遵守状況の確認を行 ○我が国の京都議定書の
担が可能となる等協調 担があるため、対策を うために行政コストが 目標の達成のために、
的な取組が可能とな ○ 財政状況が厳しい現 行う者にとって負担感 かかる。 国としてクレジットを
る。 状に鑑みると、追加的 がある。 獲得するためには、財

財源にはどうしても限 源等が必要。
りがある。
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